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　コンプライアンス態勢や顧客保護態勢を徹底していく
ほか、地域社会との共生に向けた地域密着型金融の推進
等によって、地域社会からの信頼性の向上を目指します。

信頼性の向上

　会員・顧客の信頼を得て、会員・顧客のニーズに応えられ
る金融サービスを提供していくために、収益力とリスク管
理を強化して経営基盤の確立を図ります。

経営基盤の確立

　会員・顧客サービスの向上、リスク管理の強化等を図り、
地域に貢献できる組織を維持、発展させていくために、会
員・顧客に信頼され、適切な業務運営を遂行できる人材の
育成を図るとともに、組織に貢献する職員の生活向上と福
利の増進を図ります。

人 材 の 育 成

（出資金以下、2020年3月末現在）

　東春信用金庫は、この経営理念のもとで、地域と地域
の会員・顧客と共に悠久の発展を目指し、昭和２７年の創
業以来、全力でその実現に取組んできています。

経営理念

経営方針
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　すべてを顧客への感謝に発し、円滑なる
中小企業金融を通じ、地域社会の発展に貢
献するを第一義とし、併せて従業員の幸福と
共に永久の繁栄を期する。

※財務諸表等については、「別冊資料編」に掲載しています。
　「別冊資料編」につきましては当金庫本支店窓口および当金庫ホーム
ページにてご覧いただけます。

　平素は、東春信用金庫をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
　本年も、ここに当金庫の2019年度の事業内容やさまざまな事業活動をお伝えするディスクロー
ジャー誌を作成いたしましたので、ご高覧いただければ幸いに存じます。
　2019年度の我が国経済は、海外経済の減速等を背景に外需は弱いものの、雇用・所得環境の改善
等により、内需を中心に穏やかな回復が続いてきました。また、当金庫の主な営業地域においても製造
業と非製造業の双方で設備投資が続くなど、堅調に推移してきましたが、2019年12月から始まった新
型コロナウイルス感染症の拡大により景況感が大幅に悪化し、下押し圧力が強い状態となりました。
　当金庫をはじめとする地域金融機関は年度当初から日本銀行の超低金利政策の継続により利鞘が
縮小し、厳しい経営環境が続いているなか、年末以降、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う世界
的な金融市場の急落を受け、経営環境のさらなる悪化が懸念される状況にあります。また、当金庫の
主要な取引先である中小零細企業においては、生産活動の減速やサプライチェーンの混乱に伴う受
発注の減少、感染拡大防止のための営業自粛や営業時間の短縮、来客制限など、通常の企業活動す
らままならない状況となりました。
　このような環境の中、当金庫は地域のお客様の資金ニーズにきめ細かく対応する地域密着型金融
を推進するとともに、地域の情報をタイムリーにお客様に提供するため、全店で情報を共有する「情報
ステーション」システムの構築を行うとともに、課題解決型営業の新たな拠点として「とうしゅん中小企業
パートナーセンター春日井」を開設するなど、地域の活性化、当金庫のお客様である中小零細企業の
経営力強化に取り組んでまいりました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、中小零細企業にとって苦難な状況が続いておりますが、こ
のような時こそ、当金庫は、営業地域の中小零細企業と個人の専門金融機関として、適切な金融仲介
機能を発揮するとともに、お客様から最初に相談される金融機関になることを目指してまいります。
　2020年度は、２年目となる中期２ヵ年計画「とうしゅん」のめざす姿の実現～３つの強化～」の達成に
向け、引き続き「営業の強化」「人材育成の強化」「収益力の強化」の３つの強化を図っていく所存であ
りますので、今後とも一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2020年7月
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損益の状況

2019年度　業績の概要

自己資本の状況

　安定した利益の計上と資産の良質化に取り組んだ結果、自己
資本比率は10.45％となりました。
　国内基準で定められた4％の2.5倍を超える高い水準にあり、
皆さまに安心してお取引していただける健全性・安全性を確保し
ています。

1.残高計数は、期末日現在のものであり、総資産額には、債務保証見返は含んでおりません。
2.単体自己資本比率は、「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の
状況が適用であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。
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項　目 単　位 2018年度 2019年度2017年度2016年度2015年度

最近5年間の主要な経営指標の推移

■自己資本比率　10.45％

　金融機関の経営の健全性を示す重要な指標の一つで、信用
金庫については国内基準の４％以上が必要となります。

●自己資本比率

自己資本比率とは

　自己資本比率とは、会員の出資金や内部留
保などの自己資本額を、貸出金や有価証券な
どの資産をリスク・ウェイトによって調整した
もの（リスク・アセット※）などの総額で除したも
のです。

※リスク・アセットとは・・自己資本比率算定のために、貸出金や有価証券等の資
産について、信用度合いに応じて定められたリスク・ウェイト（掛け目）を乗じ
て算定したものであり、リスク・ウェイトはわが国政府や地公体向けは0％、わ
が国金融機関向けは20％、抵当権付住宅ローンは35％、株式は100％等と
なっています。

自己資本比率＝
自己資本額

リスク・アセット等総額
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2018年度2017年度
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リスク・アセット等総額

自己資本比率

10,709

102,408

10.45

百万円

百万円

%

■単体自己資本比率の状況

　日本銀行の超低金利政策が継続され、貸出金利息が減少するなど厳しい収益環境ではありましたが、ローコスト経営の推進や、良
質な貸出金の積み増し、安全性を重視した有価証券運用により、金融機関の本業の利益であるコア業務純益は357百万円を確保し、
業務純益は543百万円、経常利益は453百万円、当期純利益は343百万円となりました。
　特に、コア業務純益から投資信託解約損益を除いた、真の本業での収益力は２期連続で増加しています。

■当期純利益　343百万円

預金・貸出金の状況

　地域の皆さまの安定的な資産形成を実現するためのお手伝
いをさせていただいた結果、定期性預金から個人向け国債、投
資信託等へのシフトが進んだこと等により、期末残高は2,837
億円となりました。

■預金残高　2,837億円

(単位：億円) (単位：億円)

　地域の皆さまの幅広い資金ニーズにお応えすべく、3月から新
型コロナウイルス感染症対策融資の取り組みを開始したことに
加え、住宅ローン等個人向け融資や地方公共団体への融資が増
加したことにより、期末残高は1,302億円となりました。

■貸出金残高　1,302億円
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金庫の概要

主要な業務の内容

とうしゅんと地域社会

と
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し
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ん
中
小
企
業

パ
ー
ト
ナ
ー
セ
ン
タ
ー

証
券
管
理
グ
ル
ー
プ

資
金
運
用
グ
ル
ー
プ

■預金業務
当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、
納税準備預金、別段預金を取扱っております。

■有価証券投資業務
預金の支払準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式、
その他の証券に投資しております。

■内国為替業務
 送金為替、当座振込および代金取立等を取扱っております。

■貸出業務

有限責任  あずさ監査法人

●貸　付
手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っております。

●手形の割引
商業手形の割引を取扱っております。

■附帯業務
●代理業務

●保護預りおよび貸金庫業務
●有価証券の貸付
●債務の保証または手形の引受
●公共債の引受
●国債および投資信託の窓口販売
●保険の窓口販売
●電子債権記録業に係る業務

・日本銀行歳入代理店
・地方公共団体の公金取扱業務
・株式会社 日本政策金融公庫等の代理貸付業務
・株式払込金の受入代理業務

（2020年6月末現在）

理 　 　 事 松浦  秀生

常 勤 監 事 原田  和幸

業務推進部長
地元支援部長

監 　 　 事 中野  弘文

監 　 　 事 浅野  良裕

非常勤

非常勤（員外）

鈴木  義久

鈴木  弘二 業務推進部担当
資金証券部担当

神　  　孝

小池  元裕 審査部長
事務統括部担当

鈴木  尚己 監査部長

（2020年6月末現在）
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資金証券部

各種委員会

常
務
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本店営業部 支　店

地元支援部

役員の状況

会計監査人の名称

組織図

監
事
会

常 勤 監 事

非常勤監事 専 務 理 事

会 　 　 長

常 務 理 事

常 勤 理 事

総 代 会会　員

総合企画部総務部

お
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様
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理 事 長

監査部

※理事 鈴木尚己は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合せ」に基づく職員外理事です。
　監事 浅野良裕は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

理 事 長
（代表理事）
専 務 理 事
（代表理事）

常 務 理 事

業務推進部

理 　 　 事

理 　 　 事

総務部長
総合企画部担当

●ご相談窓口

●ご支援商品

新型コロナウイルス感染症の影響により
資金繰りやローンの返済等でお困りの皆さまへ

　この度、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に心よりお見舞い申し上げます。
　当金庫では、お客様の健康・安全を最優先に感染拡大防止に向けて取り組むとともに、安定した金融サービスの維持に努めてお
ります。
　新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けておられる事業者さま、個人のお客さまへの支援体制を整備しております
ので、ご遠慮なくご相談ください。

　事業性融資、住宅ローンなど、あらゆる必要資金についてのご相談に対応いたします。返済猶予を含め、返済条件の変更等につ
いても、ご遠慮なくご相談ください。また、担当者による訪問でのご相談も承っていますので、お気軽にご連絡ください。

　無料個別相談会も開催しておりますので、ぜひご活
用ください。
　6/11には、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、休業等を余儀なくされた事業者さまを対象に、雇用
調整助成金に関する個別相談会を開催しました。サー
ビス業や製造業、建設業など１２社が参加。相談内容で

は、雇用調整助成金に関する申請書の記入
方法等のアドバイスの他、他の助成金活用や
労働環境の整備等、多岐にわたりました。

平日ご相談窓口 休日ご相談窓口

小 牧 市

春日井市

名古屋市

尾張旭市
江 南 市

本店営業部
味 岡 支 店
篠 岡 支 店
小牧西支店
市之久田支店
桃花台支店
高蔵寺支店
勝 川 支 店
春日井 支 店
坂 下 支 店
味 美 支 店
朝 宮 支 店
六軒屋支店
守 山 支 店
志段味支店
名古屋支店
錦 通 支 店
旭 支 店
江 南 支 店

☎（0568）72-2188
☎（0568）77-1311
☎（0568）79-8108
☎（0568）75-4131
☎（0568）76-7181
☎（0568）78-1241
☎（0568）51-2551
☎（0568）31-3151
☎（0568）81-4148
☎（0568）88-0345
☎（0568）31-3111
☎（0568）33-2611
☎（0568）82-1315
☎（052）793-5151
☎（052）736-0239
☎（052）751-8161
☎（052）931-6851
☎（0561）53-1121
☎（0587）55-3361

新型コロナウイルス感染症緊急対策支援資金新型コロナウイルス感染症対応資金
（実質無利子・無担保融資）

対象者

資金使途

融資金額

融資期間

融資利率

担保

保証人

新型コロナウイルスの感染拡大により経営に影響を受け
ている法人および個人事業主の方

新型コロナウイルスの感染拡大により必要となった運転・
設備資金

上記資金使途に必要な事業資金の範囲内

手形貸付 1年以内

証書貸付
運転資金7年以内（据置期間1年以内）

設備資金10年以内（据置期間1年以内）

当庫所定の利率

要相談

開催店舗 電話番号 受付時間

但し、下記3店舗につ
きましては昼休業実
施のため11：30～
12：30は窓口の営業
を休止しております。

・篠岡支店
・名古屋支店
・江南支店

9：00～15：00

小 牧 市
味 岡 支 店

桃花台支店

☎（0568）77-1311

☎（0568）78-1241

開催店舗 電話番号 受付時間
毎週日曜日
9：00～17：00
第1・3日曜日
9：00～17：00

相談会の開催

2020.6.11 「雇用調整助成金」個別相談会
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とうしゅんと地域社会

お取引先数
ご融資額

メイン先数
経営改善提案先数
経営改善提案先の割合

当金庫が関与した創業件数
創業計画策定支援
創業期の取引先へのご融資
政府系金融機関、創業支援機関のご紹介

支援先数

金融庁が策定・公表した、金融機関における金融仲介機能の発揮状況を客観的に評価できる指標である
「金融仲介機能のベンチマーク」の趣旨に基づき開示している取り組みベンチマーク

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期 合　計

小牧市と春日井市の2拠点で課題解決支援

とうしゅん中小企業パートナーセンター

皆さまの経営課題を解決します！

お客さまから寄せられた声

センター相談員（中小企業診断士）がお客さまのライフステージに応じた経営課題を外部専門機関と連携し解決支援します。

とうしゅん中小企業パートナーセンター春日井
●開所日時／平日（月～金）午前9時～午後3時　●場所／東春信用金庫 春日井支店内

とうしゅん中小企業パートナーセンター
●開所日時／平日（月～金）午前9時～午後5時　●場所／東春信用金庫 本店 2階

お気軽にお問い合わせください。0120-241-927

補助金申請支援

経営計画策定支援

事業承継・M&A支援

創業支援

マッチング支援

このような方に
おすすめ

事業を立ち上げたいが
何から始めていいのか分からない

支援内容の一例

とうしゅん創業塾
創業準備から創業後まで一貫したサ
ポートを行います。2011年から開始し
た「とうしゅん創業塾」では、過去9回で
92名の創業者が生まれています。
■創業に必要な基礎知識の習得
■創業計画策定支援
■専門家によるアドバイス

■ものづくり補助金・
　小規模事業者持続化
　補助金申請支援
■専門家によるアドバイス
■商工会議所と連携

■事業承継計画の策定
■M&A仲介業者への橋渡し
■専門家によるアドバイス

■中小企業診断士による経営診断
■経営計画策定支援
■ミラサポ・よろず支援拠点の
　専門家によるアドバイス

●ライフステージ別のお取引先数及びご融資額 ●当金庫が行った経営改善提案先数 ●当金庫が行った販路開拓支援先数
●当金庫が関与した創業件数等

●新しい取引先が増え、売上UPに繋が
りました。
●補助金を利用して、念願の設備投資
ができました。
●きめ細かなフォローで、無事に創業
できました。

新設

創業計画の策定方法を
教えて欲しい

資金調達方法を教えて欲しい

Event

事業承継相談会
毎年2回、中小企業基盤整備機構の
専門コーディネーターによる個別相
談会を実施しています。後継者に引
き継ぐタイミングや承継計画の策
定、M&Aによる事業承継について
の相談が多く寄せられています。

事業承継に長けた専門コーディネーターが
企業へ訪問し、承継に向けた課題解決支援
を行います。具体的には、承継計画の策定、
株価評価、M&Aに向けたアドバイス。

Event
このような方に
おすすめ

取引先を増やしたい

支援内容の一例

　「取引先を増やしたい」、「仕事を請けてくれる企業を
探している」、「パートナー企業を探している」などのお
客さまのニーズに対して、当金庫のネットワークを活用
し、お客さまに合った企業を紹介させていただく「情報
ステーション」を開設いたしました。さまざまな業種の
お客さまにご提案できますので、ぜひご相談下さい。

■ビジネスマッチング

仕事を請けてくれる企業を
探している

パートナー企業を探している

このような方に
おすすめ

経営課題が明確でない

支援内容の一例

経営課題の解決に向けた
サポートをして欲しい

専門家に継続して
指導を受けたい

このような方に
おすすめ

設備投資をして
生産能力を上げたい

支援内容の一例

お客様に新しいサービスを
提供したい

販路拡大のために
HP・チラシ・看板を作成したい

このような方に
おすすめ

事業承継について
詳しく知りたい

支援内容の一例

後継者にスムーズに
事業を承継したい

後継者が不在

2019年7月　情報ステーションを開設

●成約件数　2017年度　35件
2018年度　29件
2019年度　31件

ビジネスマッチングの流れ
商談ニーズの聞き取り

商談情報の提供

商談希望の確認

マッチング

●事業承継ネットワーク専門家派遣

2019年度 補助金申請支援

売上増加・利益黒字化

●申請支援件数

14件
●採択件数

9件
●2019年度
　経営改善を
　ご提案した先

●売上・利益の変化（一例） 49件

採択率

64％
採択者の方から感謝の声をいただきました。

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

－1,000

（万円）

売上
利益

UP!

2019年度 2018年度 2018年度 2019年度
2018年度 2019年度

2019年度
444先
52先
11.7％

412先
49先
11.8％

21先
5億円

71先
46億円

412先
271億円

33先
22億円

114先
34億円

651先
380億円

29件
35件
20先
7先

26件
37件
18先
18先

29先 31先
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とうしゅんと地域社会

●「とうしゅん中小企業パートナーセンター春日井」を開設（2019.7.11）

●とうしゅん創業塾

●無料相談会、セミナーの開催

●新たな保証制度「しんきんＡＣＴＩＯＮ保証」を創設（2019.7.12）

●しんきんＣＳＲ私募債「輝く未来」を受託（2019.4.25）

●とうしゅんＳＤＧｓ宣言（2020.4.1）●あいち認知症パートナー企業として登録（2019.9.2）

●個人の資産形成のサポート

　当金庫では、地域活性化の一環
として、2011年度より「とうしゅん
創業塾」を開講しています。小牧
市・春日井市をはじめとした近隣自
治体、各商工会議所および商工
会、2019年度より新たに、愛知県
信用保証協会、日本政策金融公庫
とも連携し、創業までの道のりを
トータルサポートしています。
　2020年3月末現在、２３７名の卒
業生を輩出し、９２名の方が創業し
活躍されています。

　当金庫では、中小企業の皆さまの経営に関す
る様々な課題にお応えするため、無料で相談会・
セミナーを開催しています。

お弁当屋さんを創業されたとうしゅん創業塾Ⅷ期生の勝田さん

●ご相談内容構成

　2019年度のつみたてＮＩＳＡ販売額で全国の
255信用金庫中、上期、下期ともに第1位（規模
割合）を獲得しました。当金庫では、お客さまの
運用ニーズに幅広くお応えできるよう、さまざま
なタイプの投資信託をご用意しておりますの
で、ぜひご検討下さい。

2019年度相談会・セミナー実績
□愛知県よろず支援拠点出張相談会
　開催回数１７回　　参加社数６5社
□とうしゅん無料経営相談会
　開催回数３回　　参加社数１０社
□事業承継相談会
　開催回数２回　　参加社数８社
□補助金フル活用セミナー
　開催回数１回　　参加者数４０名

創業者数 92名

ご相談件数 318件

●創業者の業種構成

サービス業
44名

小売業
13名

卸売業
9名

製造業
6名

建設業 4名
医療・福祉 3名

産業廃棄物収集 1名
不動産賃貸業 1名

飲食業
10名

農業 1名

（2011年度から2019年度までの9年間）

（2019年度）

　東春信用金庫は、経営理念である「円滑な中小企業金融を通
じて地域社会の発展に貢献する」の精神のもと、国連が提唱す
る「SDGs（持続可能な開発目標）」達成に向けて、「地域経済の
持続的発展」、「地域社会の問題解決」、「地域環境の保全推進」
を重点推進テーマとし、持続可能な地域社会を実現するため
に、尽力いたします。

●当金庫における投資信託の取扱状況
つみたて投信を利用しているお客さま
つみたて投信を利用して資産形成を始められたお客
さまは着実に増加しています。

資産形成・資産運用を始められたお客さま
資産形成・資産運用を始められたお客さまは着実に
増加しています。

800先

600先

400先

200先

0先
2018年3月末

165先

2019年3月末

365先

2020年3月末

606先
2,500先

2,000先

1,500先

1,000先

500先

0先
2018年3月末

1,359先

2019年3月末

1,915先

2020年3月末

2,326先

事業
承継
9.4％

創業
15.1％

売上増加・
販路拡大
34.3％

補助金活用
20.1％

経営改善
11.6％

事業計画策定　5.7％
IT活用　0.3％ 人材対策　1.9％

その他　1.3％

事業承継（M&A）　0.3％

　当金庫は、愛知県にて急速に進む高齢化社会を見据え、認知
症に対する正しい理解や接する時の心構えなどが必要と考え、
2017年度より毎年認知症サポーター養成講座を開催してい
ます。
　また、各自治体の実施する高齢者等の見守りネットワークや
行政機関と連携し地域住民の福祉の向上に取り組んでおりま
す。

つみたてＮＩＳＡ販売額 全国信用金庫 第１位

　愛知県内の信用金庫として初めて寄付型「しんきんCSR私募債『輝く未
来』」を受託しました。
　寄付型「しんきんCSR私募債『輝く未来』」は、地方創生の実現化に向けた
取組みの一環として、発行企業様が私募債を発行する際の手数料の一部を
活用して学校や公益財団法人などに物品を寄贈する商品で、今回は、株式会
社秋吉組様の私募債を受託し、春日井市立東部中学校に遮光カーテンを寄
贈しました。

　愛知県信用保証協会、愛知信用金庫、中日信用金庫と連携し、新たな保証
制度「しんきんＡＣＴＩＯＮ保証」を創設いたしました。
　この保証制度は、しんきん信用リスクデータベースの活用を通じて、資金
を迅速かつ適切に供給するとともに、信用金庫ならではの地域密着型金融の
特性を活かしたモニタリングを通じて、中小企業・小規模事業者の皆さまを継
続的に支援・育成していくことを目的とし、最大2千万円の資金をスコアリン
グに応じて支援したします。

　春日井地区の中小企業経営者さまの支援拠点拡充のため、当金庫春日井支店内に本店（小牧市）に次いで2拠点目となる「とう
しゅん中小企業パートナーセンター春日井」を開設しました。
　同センターでは、中小企業診断士資格を有する職員等がお客さまのライフステージに応じた課題に対して、きめ細やかなコン
サルティングを行っています。創業などのご相談をはじめ、補助金活用のお手伝いや、お取引先間のビジネスマッチングのご相談
など、幅広く対応していますので、どうぞ、お気軽にご相談ください。
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地域とともに68年のあゆみ

昭和
27年

29年

30年

31年

32年
33年
34年
35年
37年

38年
39年

40年

41年
42年
44年

47年

48年
51年
52年
54年
55年
56年
57年

3月

6月

2月
10月
4月
8月
10月
4月
12月
11月
5月
4月
2月
3月
6月
8月

9月
10月
10月
4月

3月
6月
12月
1月
4月
11月
6月
10月
5月
3月
11月
10月
3月
12月
6月
6月

57年

59年

60年
61年
平成
2年

3年

4年

5年
6年
7年
8年
10年
11年
12年

13年
14年

15年

16年

17年

18年

19年

7月

12月
2月
6月
11月
11月
10月

7月
11月
2月
4月
5月
6月
9月
2月
11月
9月
5月
7月
7月
6月
12月
6月
6月
9月
10月

12月
1月
2月
7月
9月
8月

10月

6月
6月
6月
6月

19年

20年

21年

22年
23年

24年

25年

26年

28年

29年

30年

31年

10月
10月

6月
12月
12月
4月
6月
1月
6月
11月
6月
10月
2月
3月
10月

11月

11月
3月

4月

5月
9月
1月

3月

4月

9月

2月

平成
31年

令和
元年

令和
2年

4月

5月
6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

とうしゅんの沿革〈創立～創立68年（令和2年（2020）6月）〉 とうしゅんの１年〈2019年4月～2020年3月〉

旧東春日井郡および春日井市の6市町村長およ
び商工会長が発起人となり「東春信用組合」を
設立
小牧町（小牧市）本店で営業開始（小牧4丁目）
初代組合長に杉本明就任
高蔵寺支店開設
勝川支店開設
味岡支店開設
春日井支店開設
守山支店開設
組合長に伴野釘三郎就任
旭支店開設
坂下支店開設
志段味支店・味美支店開設
旧本店新築オープン（小牧3丁目）
平針支店開設
篠岡支店開設
創立10周年
大名古屋信用組合吸収合併・名古屋市全域に営
業地区を拡張・名古屋支店開設
錦通支店開設
黒川支店開設
新瑞橋支店開設
住宅金融公庫代理店に
指定 
預金高100億円達成
中村支店開設
内田橋支店開設
電子計算室名古屋センター開設
江南支店開設
理事長に小沢鎌三郎就任
創立20周年
信用金庫へ転換
理事長に尾形正之就任
預金高500億円達成
日本銀行歳入代理店に指定
預金オンラインの開始
両替業務の取扱開始
新事務センター完成
理事長に伴野富三就任
創立30周年

総合オンラインシステム稼働・しんきんネット
キャッシュサービスの開始
小牧西支店開設
新総合オンラインスタート
預金高1000億円達成
朝宮支店開設
市之久田支店開設
六軒屋支店開設

業態間CDオンライン提携開始
本店の新築移転
サンデーバンキング開始
桃花台支店開設
理事長に牛田正雄就任
創立40周年
旭支店新築移転
「りんどう経営研究会」結成
味岡支店久保一色出張所開設
預金高2000億円達成
理事長に小沢均司就任
中央監査法人が会計監査人に就任
コンプライアンス室の設置
お客様相談室の設置
しんきんATMゼロネットサービス開始
理事長に稲垣猛就任
創立50周年
平針支店を名古屋支店に統合
黒川、新瑞橋、中村、内田橋
支店を錦通支店に統合
生命保険窓口販売開始
志段味支店新築移転
創立50周年記念式典
企業サポートチーム設置
地域活性化プログラムの取扱開始
しんきんビジネスマッチングサービスの取扱
開始
東海地区信金共同事務
センターに加盟
理事長に平手昇就任
投資信託窓口販売開始
インターネットバンキング開始
「とうしゅんコンサルティングセンター」開設

とうしゅんエコ宣言を開始
名古屋市および春日井市の「子育て家庭優待事
業」に協賛
小牧市の「子育て家庭優待事業」に協賛
春日井支店新築移転
とうしゅんワーク・ライフ・バランス推進宣言
CSプロジェクトを設置
理事長に鈴木義久就任
経営改善支援を設置
地元支援部を創設 
「とうしゅん創業塾」を開催
創立60周年
創立60周年記念式典
でんさいネットの取扱開始
創立60周年記念講演会を開催
とうしゅんホールを災害時一時避難場所として
小牧市と締結

本店を新築移転
オープン（中央1丁目）
預金高3000億円達成
「とうしゅん・りんどう
経営研究会ビジネスマッチング」を開催
小牧商工会議所および愛知県信用保証協会と
「起業者助成制度に係る連携協定」を締結
とうしゅん中小企業パートナーセンターを開設
江南支店新築移転
「おとなり同士の“とうしゅん”ビジネス商談会」
を開催
「ビジネス商談会」～県を跨いだビジネスマッチ
ング～を開催
ＷＥＢバンキング専用「とうしゅんＷＥＢ定期預
金」の取扱開始
スマホ口座開設サービス及びインターネット
（WEB）定期預金サービス開始
小牧市および住宅金融支援機構と子育て支援
に関する協定を締結
「とうしゅんレディース創業塾」を開講　

●東春旅行友の会 257名様ご参加
　『富士芝桜まつりと清里高原ホテル＆葛城北の丸で
昼食「下部ホテル」で寛ぐ春旅行』（１泊２日）
●愛知県よろず支援拠点と連携し、「出張相談会」を定
期開催（全12回）
●「こまき産業フェスタ2019」に出展
●小牧市緑化推進協議会・かすがい環境まちづくり
パートナーシップ会議に寄付
●「第10回とうしゅんオリジナルコンサート」を開催
●りんどう経営研究会 定例勉強会
　講師 川西 修 氏『やる気を出せという時代ではなく、
やる気を落とさない職場の作り方』
●「信用金庫の日」全店一斉に店舗周辺の清掃活動と
花の種プレゼント
●「事業承継相談会」を開催（全2回）
●第47期 通常総代会　
●第２回東春ロイヤルツアー【ハワイ島・オアフ島ツ
アー７日間】
●資産形成セミナー「投資のある豊かな生活の実現
～ワールド・ビューティー・オープンについて～」を開
催
●「とうしゅん中小企業パートナーセンター春日井」を
開設
　あわせて、愛知県よろず支援拠点「出張相談会」を
定期開催（全5回）
●親子参加型金融教室「エコノミカで学ぶ“経済”って
なんだろう」を開催
●夏休み子供作品展（小牧市内店舗）を開催
●「経営相談会」を開催（とうしゅん中小企業パート
ナーセンター春日井：全3回）
●「敬老の日 にがおえ展」全店同時開催
　保育園児・幼稚園児・小学生の作品をロビーに展示
●りんどう経営研究会 定例勉強会
　講師 加藤 正樹 氏『20世紀の大発明～インスタン
トラーメン誕生秘話～』
●大山川クリーンアップ清掃行事に参加
●「東春信用金庫杯ママさんの部バレーボール大会」
を開催
●第14回しんきんビジネスマッチング「ビジネスフェ
ア２０１９」に協力
●「とうしゅん創業塾Ⅸ」を開催
●春日井まつり「古本バザール」に協賛・参加
●TOSNET観劇会 御園座 「細川たかし特別公演」に
40名様ご参加
●「東春信用金庫杯バドミントン大会」を開催
●資産形成セミナー
　「投資のある豊かな生活の実現～しんきんグローバ
ル６資産ファンド(年１回決算型)について～」を開催
●「かすがいビジネスフォーラム２０１９」に協力
●「総代のご意見をお聞きする会」2会場にて開催
●りんどう経営研究会 定例勉強会
　講師 モーリー・ロバートソン 氏
　『今、世界で日本で何が起きているのか？
　～メディアでは伝えきれない本当のこと～』
●「第11回とうしゅんオリジナルコンサート」を開催
●年末「休日相談窓口」を開催
●小牧安全運転管理協議会「交通安全キャンペーン」
に参加
●第7回東春信用金庫杯 春日井ジュニアサッカー選
手権新人大会を開催
●第38回新春春日井マラソン大会に協賛
●第30回小牧シティマラソンに協賛
●東春税務相談室を開催（6店舗8回）
●りんどう経営研究会 第27期定期総会
　講師 久野 功雄 氏
　『ＩｏＴ ＧＯ が起こす 生産性革命
　－町工場でも すぐ実践できる IT＋IoT導入事例－』
●資産形成セミナー「人生100年時代の資産形成～
一生涯の豊かな生活の実現のために～」を開催
●「第4回東春信用金庫杯ジュニアサッカー大会（小牧
市・春日井市）」を開催
●「補助金フル活用セミナー」を開催
●年度末「休日相談窓口」を開催

昭和36年 10周年記念祝賀会

昭和56年 事務センター

50周年記念式典

平成26年11月 本店

平成2年11月 本店
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リスク管理への取組み

申請・報告

コンプライアンス委員会

職  員

コンプライアンス 責任者・担当者

承認・指示 相談
助言

報告・提案 指示

報告・相談 指示・指導
営業店・本部

報告・相談 指示・指導

参加・監査

理事会
常務会

助言

相談

監事会
（監事）

外部専門家
（弁護士）

総合企画部

体制を整備・強化し、法令やルールを遵守しています。

コンプライアンス（法令等遵守）の取組みについて

金融商品に係る勧誘方針

１．当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明を
いたします。

２．金融商品の選択・ご購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくため
に、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

３．当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向
上に努めます。

４．当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
５．金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、窓口までお問い合わせください。

　当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を
図ることとします。

　コンプライアンス（法令等遵守）とは、「企業倫理の再構築及び法令
やルールを厳格に遵守するとともに、社会的規範を全うする」という意
味です。信用金庫は、信用金庫法及び関係法令に基づき地域に根ざし
た金融機関業務を行っており、一般企業にも増して公共性が高く、より
高いレベルのコンプライアンスが求められています。
　当金庫では、コンプライアンスの徹底を経営の重要な課題として位
置付け、「コンプライアンス態勢の確立」のために体制の整備・強化に努
めています。
　総合企画部をコンプライアンス統括部署とし、法令等遵守のための
施策等を検討・推進する「コンプライアンス委員会」を設置し、随時開催
しています。さらに、本部及び営業店にコンプライアンス責任者を任
命・配置し、コンプライアンス態勢の確立を推進しています。
　また、具体的な実践計画（コンプライアンスプログラム）を策定・活動
し、コンプライアンス重視の姿勢を役職員に徹底しております。

個人情報保護の取組みについて
　当金庫は、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）、および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平成25年5月31日法律第27号）に基づき、あらかじめ利用の目的を明確にしてお客さまの個人情報および個人番号（以下「個人情報等」
といいます。）の取得を行い、業務の適正な運営ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用します。
　当金庫は、お客さまの個人情報等について、利用目的の達成のために個人データの適切な管理に努めます。また、お客さまとの取引に関し、お客さ
まの個人情報等を保持する必要がないと判断した場合は、速やかに確実な方法により破棄または消去いたします。
　当金庫は、利用目的や開示等のお手続きについて等の公表すべき事項を、当金庫のホームページへの掲載の他、ポスターの掲示、パンフレットの備
え置き・配布によりお知らせいたします。
※個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）は、ホームページへ掲載、および店頭に掲示しております。

［苦情処理措置］　当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容をホーム
ページ、パンフレット等で公表しています。
　苦情は、当金庫営業日（９時～17時）に営業店（電話番号は24・25ページ参照）またはお客様相談室（電話：0568-75-3048）にお申し出ください。
［紛争解決措置］　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記お客様相談室または全国しんきん相談所（９時～17時、電話：03-3517-5825）に
お申し出があれば、愛知県弁護士会紛争解決センター（電話：052-203-1777）、東京弁護士会紛争解決センター（電話：03-3581-0031）、第一東京弁
護士会仲裁センター（電話：03-3595-8588）、第二東京弁護士会仲裁センター（電話：03-3581-2249）にお取次ぎいたします。また、お客さまから各
弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。なお、前記の東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以
外のお客さまもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外
の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法（現地調停）や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法（移管調停）があり
ます。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ前記「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金
庫お客様相談室」にお尋ねください。

金融ＡＤＲ制度への対応

住　　所 ： 〒485-8656 小牧市中央一丁目231番地1
電話番号 ： 0568-75-3048　　FAX：0568-75-7641
 eメール ： s1566000@facetoface.ne.jp

東春信用金庫
お客様相談室

個人情報および
苦情に関する相談窓口

法令等遵守の態勢

金融の自由化、国際化の進展や
金融技術の高度化などにより、金融
機関の直面するリスクは増大かつ
複雑化してきており、金融機関に
とっては、収益性の向上とともに、リ
スク管理の強化が極めて重要な課
題となっています。
このため当金庫は、右図の体制を

構築し各種リスクへの対応を行うと
ともに、様々なリスクを総体的に捉
えて自己管理型のリスク管理を行う
「統合的リスク管理」を2007年度か
ら導入し、経営の健全性確保に取組
んでいます。

リスク管理態勢

総 代 会

監査部
監事

オペレーショナル・リスク

常 務 会

理 事 会

リスク管理体制

信 用 リ ス ク

市 場 リ ス ク

流 動 性リスク

事 務リスク

システムリスク

法 務リスク

人 的リスク

有形資産リスク

風 評リスク

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク

市場リスクとは金利、為替、株式等の価格が変動することにより、資産・負債の価値や収益が変動し損失を被るリス
クのことです。当金庫では、リスク管理方針、管理規程等を整備し、ALM委員会がリスクの現状把握、管理方法等の
協議・決定を行うなど、適切な市場リスク管理に努めています。

流動性リスクとは、運用と調達の期間ミスマッチや予期せぬ資金の流出等、必要な資金確保が困難になることなど
により損失を被るリスクのことです。当金庫では、支払準備率等の基準を設けるとともに、危機発生時の管理規程
等を定め、万全の管理態勢を整備・確保しています。      

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクのことで
す。当金庫では、関係各部が研修や臨店指導を実施しているほかに、監査部が定例、随時の臨店監査を実施するな
ど、事務リスクに対する十分な管理態勢を整備・確保しています。

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン・誤作動、システムの不備、あるいはコンピュータが不正に使
用されることなどにより損失を被るリスクのことです。当金庫ではこのような不測の事態に備えて「コンピュータシ
ステム管理マニュアル」を策定しています。また、情報資産の保護のためにシステムリスク管理態勢を整備・確保し
ています。     

法務リスクとは、お客さまに対する過失による義務違反あるいは不適切な取引等から信用失墜を招き損失・損害を
被るリスクのことです。当金庫は、新規業務、新商品の取扱い、新しい契約、外部委託などに際して、事前のリーガ
ルチェックを制度化して実施しています。

人的リスクとは、人事運営上の不公平・不公正・差別的行為から生じる損失・損害を被るリスクのことです。当金庫では
コンプライアンス委員会を中心にして総合企画部、総務部などが適切に対応する管理態勢を整備・確保しています。

有形資産リスクとは、災害その他の事象から生じる有形資産の毀損・損害などを被るリスクのことです。当金庫は
災害等においても業務継続できる態勢の構築に努めています。

風評リスクとは、さまざまな要因により、お客さま等からの評判が悪化し、経営上重大な有形無形の損失が発生す
るリスクのことです。当金庫では、「風評リスク管理規程」を定め全役職員が対応できる管理態勢を整備・確保して
います。

最終意思決定機関

リスク管理の統轄機関

市場、流動性、信用リスク

リスク管理の統括部署

主管部署

A L M 委 員 会

リ ス ク 管 理 統 括 部 署 　 総 合 企 画 部
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信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少ないし消
失し、当金庫が損失を被るリスクのことです。当金庫では、貸出資産の健全性を確保するため、審査部門は営業部
門から独立し、貸出審査を厳正に行っております。また、当金庫が定めた自己査定基準により厳格な自己査定を行
い、その結果に基づいて適切な償却・引当を実施しています。
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地域金融円滑化への取組みについて不良債権の状況

　地域の中小企業および個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫に
とって、最も重要な社会的使命です。
　私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お客さまの抱えている
問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

　当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、必要な態勢整備を図っております。
　また、金融円滑化の実施をより確実なものにするため、理事会・常務会等は金融円滑化管理責任者からの付議・報告を受け、必
要に応じて金融円滑化管理態勢の周知徹底、整備・改善等を指示いたします。

　当金庫は、複数の金融機関から借り入れを行っているお客さまから貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融機
関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関
係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。

　中小企業・小規模事業者等（以下中小企業という）の経営者の方々による個人保証（経営者保証）の課題解決を目的に、日本商工
会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業（債務者）や経営者（保証人）、
金融機関（債権者）の自主的なルールとして、「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
　平成26年2月1日以降、当金庫と中小企業の経営者の皆さまとの間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見
直しや保証債務の整理をする場合にこのガイドラインが適用されることになります。
　当金庫は、本ガイドラインが策定された背景や目的を十分に尊重し、保証契約の締結や保証債務の整理等においては、本ガイド
ラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。
　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」
の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備して
います。また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等の状況を把
握し、同ガイドライン及び特則の記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。

金融円滑化取組方針

金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備

他の金融機関等との緊密な連携

「経営者保証に関するガイドライン」への取組みについて

経営者保証に関するガイドラインの活用状況

2019年度

348 件

17.36 ％

15 件

新規に無保証で融資した件数

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合

保証契約を解除した件数

※「保証債務整理」については、当金庫をメイン金融
機関として成立に至った経営者保証に関するガイド
ラインに基づくお申し出はありませんでした。

　金融再生法開示債権における不良債権は、ランクアップや不良債権の最終処理を進めたことにより、前期末比148百万円減少し、
4,600百万円となり、不良債権比率は0.15ポイント改善し、3.52％となりました。
　なお、不良債権に対する担保・保証等による保全額は3,392百万円であり、不良債権額の73.7％をカバーしています。さらに、自
己資本は10,709百万円あり、不良債権に対する備えは万全となっています。今後も不良債権の発生防止に努め、債権の健全化促
進を図って参ります。

（注）「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

１．なお、これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全て
が損失となるものではありません。

２．「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
３．「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっています。
４．保全率はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事
由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれら
に準ずる債権です。

危険債権
　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び
経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の
受取りができない可能性の高い債権です。

要管理債権
　「３ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸
出金をいいます。

正常債権
　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であ
り、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管
理債権」以外の債権をいいます。

破綻先債権
　元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその
他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（未収利息不計
上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出
金です。

①更生手続開始の申立てがあった債務者
②再生手続開始の申立てがあった債務者
③破産手続開始の申立てがあった債務者
④特別清算開始の申立てがあった債務者
⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者

延滞債権
　未収利息不計上貸出金のうち次の２つを除いた貸出金です。

①上記「破綻先債権」に該当する貸出金
②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息
の支払を猶予した貸出金

３ヵ月以上延滞債権
　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延
している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出
金です。

貸出条件緩和債権
　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の
減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債
務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債
権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権
要管理債権
金融再生法上の不良債権
正常債権
合　計
不良債権比率
保全額
　　貸倒引当金
　　担保保証等
保全率

935

2,689

975

4,600

125,795

130,396

3.52％

3,392

303

3,089

73.7％

975

2,771

1,001

4,748

124,398

129,146

3.67%

3,590

290

3,299

75.6%

破綻先債権

延滞債権

3ヵ月以上延滞債権

貸出条件緩和債権

リスク管理債権合計

担保・保証

貸倒引当金

保全額合計

保全率

106

3,638

－

1,001

4,747

3,297

290

3,588

75.5%

60

3,561

－

975

4,598

3,086

303

3,390

73.7％

■金融再生法開示債権の状況 (単位：百万円)

■リスク管理債権の状況 (単位：百万円)

区　　　分 2018年度 2019年度

区　　　分 2018年度 2019年度

（注）

■ご相談窓口

平　日

毎週日曜日

第1・3日曜日

お取引営業店

コンサルティングセンター
（味岡支店内）

桃花台支店

9：00～17：00

各営業店
（24・25ページをご覧ください）

0568-77-1311

0568-78-1241

場　所 受付時間 連絡先

9：00～17：00
（15：00以降は事前にご予約下さい）
※但し、篠岡支店、名古屋支店、江南支店につ
いては昼休業実施のため11：30～12：30
は窓口の営業を休止しております。

14 T O S H U N  2 02 0 T O S H U N  2 02 0 15



自己資本の充実の状況等について　～定性的な開示事項～

Ⅳ　オペレーショナル・リスクに関する項目について

（※１）【コア資本】
　損失吸収力の高い普通出資及び内部留保を中心にしつつ、協同組織金融機
関発行優先出資及び一般貸倒引当金等を加えたものから構成されます。

（※2）【派生商品取引】（＝デリバティブ取引）
　有価証券や通貨、金といった金融資産（原資産）の取引から派生し、原資産
の現物価格によってその価格が形成される商品を指します。具体例としては、
先物、先渡し、スワップ、オプション等が挙げられます。

（※3）【長期決済期間取引】
　市場取引において、約定日から受渡し又は決済の期日までの期間が5営業
日又は市場慣行による期間を超える取引を指します。

（※4）【適格格付機関】
　バーゼルⅢにおいて、金融機関がリスク量を算出するに当たり、用いること
ができる格付を付与する格付機関のこと。金融庁長官は、適格性の基準に照
らして適格と認められる格付機関を適格格付機関として定めています。
（※5）【標準的手法】
　リスク・アセット（別冊資料編 P10参照）の算定方法の一つで、従来の規制
をベースにリスク・ウェイトを細分化したものです。他に基礎的内部格付手
法、先進的内部格付手法があります。
（※6）【基礎的手法】
　オペレーショナル・リスクにおけるリスク・アセット算出方法の一つです。
リスク・アセット＝1年間の粗利益×15％の直近3年間平均値÷8％

用語説明

　新しい自己資本比率規制（バーゼルⅢ）の第三の柱「情報開示」に基づき、当金庫の自己資本の充実の状況などについて開示い
たします。

1.自己資本調達手段の概要
　当金庫の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されております。なお、2020年3月末の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。

2.自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　当金庫はこれまで、内部留保による資本の積上げ等を行うことにより自己資本を充実させてきており、経営の健全性・安全性を確保してきている
ものと評価しております。なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに策定する事業計画に基づいた業務運営を通じ、そこから得られる
利益による資本の積上げを第一義的な施策として考えております。

1.リスク管理方針及び手続の概要
　信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、当金庫が損失を被るリス
クのことです。
　当金庫では、貸出資産の健全性を確保するため、審査部門は営業部門から独立し、貸出審査を厳正に行っております。
　また、当金庫が定めた自己査定基準により厳格な自己査定を行い、その結果に基づいて適切な償却・引当を実施しています。

2．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要
　信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが該当し
ます。当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から可否の判断をしており、
担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しており、担保または保証に過度に依存しないような融資の取上げ姿勢に
徹しております。しかしながら、与信審査の結果、担保または保証が必要であると考えられる場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただ
いた上でご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証などがあり
ますが、その手続については、当金庫が定める「融資一般事務取扱規程」や「不動産担保管理規程」、「不動産担保土地・建物評価基準及び評価管理
システム取扱要領」等により、適切な事務取扱いおよび適正な評価を行っております。
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与信取引の範囲において、
預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして当金庫が定める「融資一般事務取扱規程」や各種約定書に基づき、法
的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。
　なお、バーゼルⅢで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、保証として地方公共団体の保証、適格格付機関
が格付する民間会社の保証が該当します。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。

3．自己資本比率の算出のために、リスク・ウェイト判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4つの機関を採用しています。
　なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。
　●S&Pグローバル・レーティング　●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク　●日本格付研究所　●格付投資情報センター

　市場リスクとは、金利や有価証券、為替などの価格が変動することにより、当金庫の資産および負債の価値が変動し、損失を被るリスクのことです。

1.派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　派生商品取引（※2）には、市場の変動により損失を受ける可能性のある市場リスクや取引相手方が支払不能となることにより損失を受ける可能性の
ある信用リスクが内包されています。当金庫では、お客さまとの派生商品取引はなく、投資信託への投資において、その一部に本件に係る取引残高が
あるのみです。投資信託への投資に係るリスク管理は、当金庫が定める運用方針に基づき、適切な運用・管理を行っております。
　なお、長期決済期間取引（※3）は行っていません。

2．証券化エクスポージャーに関する事項
■ リスク管理の方針及び手続の概要等について
　証券化エクスポージャーとは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産などを、その資産価値を裏付けにして証券に組み替え、第三
者に売却することにより流動化（「証券化」という）した（された）商品のことをいいます。
　当該商品に係る関係者の立場としては、一般的に証券化エクスポージャーの裏付けとなる原資産の保有者である「オリジネーター」と、証券化エ
クスポージャーを購入する側である「投資家」に大別されますが、当金庫は有価証券投資の一環として購入する投資家であります。

　当該投資に係るリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、適格格付機関（※4）が付与する格付情報および時価情報などにより把握する
とともに、必要に応じてALM委員会に諮るなど適切なリスク管理に努めています。また、当該商品への投資にあたっては、当金庫が定める「市場リスク
管理方針」及び「市場リスク管理規程」等に基づき、当該商品のリスク特性等を分析したうえでALM委員会で協議するなど、慎重な運用・管理を行って
います。
　なお、2020年3月末に保有している証券化エクスポージャーはありません。
■ 自己資本比率告示第249条第4項第3号から第6号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要
　証券化エクスポージャーへの投資の可否については、市場環境、証券化エクスポージャー及び裏付投資に係る市場の状況等、当該証券化エクス
ポージャーに関するデューデリジェンスやモニタリングに必要な各種情報が投資期間を通じて継続的または適時に入手可能であることを資金証券部
において事前に確認するとともに、当該証券化エクスポージャーの裏付資産の状況・パフォーマンス、当該証券化商品に内包されるリスク及び構造上
の特性等の分析を行い、ALM委員会の協議・承認を経たうえで、ALM委員長（理事長）の決裁により最終決定することとしております。
　また、保有している証券化エクスポージャーについては、資金証券部において当該証券化エクスポージャー及びその裏付資産に係る情報を証券会
社、信託会社等から半期毎及び適時に取得し、役員およびALM委員へ報告することとし、総合企画部においては、資金証券部から報告を受けた内
容を確認し、必要に応じて個別案件ごとに信用補完の十分性、スキーム維持の蓋然性等の検証を行うこととしております。
■ 証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は標準的手法（※5）を採用しています。
■ 証券化取引に関する会計方針
　証券化取引にかかる会計処理については、日本公認会計士協会の「金融商品に関する実務指針」に従って適正な処理を行っています。
■ 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の４機関を採用しています。
　なお、投資の種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っていません。
　●S&Pグローバル・レーティング　●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク　●日本格付研究所　●格付投資情報センター

3.銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の
方針及び手続の概要

　上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託等に係るリスクの認識については、時価評価及びＶａＲによるリスク計測によって把握するとと
もに、当金庫の抱える市場リスクの状況や、設定されたリスク限度枠、損失限度枠の遵守状況を、毎日代表理事等に報告するとともに、定期的に理
事会、常務会やALM委員会に報告しています。
　一方、非上場株式、その他ベンチャーファンドあるいは投資事業組合への出資に関しては、増減のある都度代表理事等に協議・報告するなど適切な
運用・管理を行っています。また、リスクの状況については、財務諸表や運用方法を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、そ
の状況については、適宜経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めています。なお、当該取引に係る会計処理については、日本公認会計士協
会の「金融商品に関する実務指針」に従って適正な処理を行っています。

4.銀行勘定における金利リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫においては、定期的な評価・計
測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
　金利リスクの計測については、内部管理上、ＶａＲで行っており、金利リスクを適切にコントロールするため、ＶａＲに対するリスクリミットの遵守状況
を有価証券は日次、預貸金等は月次でモニタリングを行い、経営陣に報告しております。なお、ＶａＲに対するリスクリミットは、事業計画において決
定されるリスク資本配賦の範囲内に設定しております。また、ポジション及び評価損に限度額を設定し、リスク量や損失額を一定の範囲に抑えるよ
う管理を行っております。

■ リスク管理の方針及び手続の概要等について
　当金庫では、オペレーショナル・リスクを「当金庫の業務の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であること又は外生的な事象により損失
を被るリスク」と定義しております。当金庫はオペレーショナル・リスクについて、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、
風評リスクの各リスクを含む幅広いリスクと考え、管理体制や管理方法に関するリスク管理方針及び管理規程を定め、リスクを確実に認識するととも
に、適切な対応、報告が可能となるように態勢を整備しています。
■ オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当金庫は基礎的手法（※6）を採用しています。 

Ⅰ　自己資本の状況について

Ⅲ　市場リスクに関する項目について

発行主体
資本調達手段の種類
コア資本（※1）に係る基礎項目の額に算入された額

東春信用金庫
普通出資
1,155百万円

Ⅱ　信用リスクに関する項目について

1

2

3

4

5

1

2
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総代  総代会

総代が選任されるまでの手続について

総代の氏名等（敬称略 五十音順）

第48期通常総代会の決議事項

（2020年6月末現在）

①総代会の決議により、会員の
中から選考委員を選任

②選考委員会を開催のうえ、選考基準に
基づき、選考委員が総代候補を選考

③総代候補者氏名を店頭掲示し、所定の手続き
を経て、会員の代表として総代を委嘱

①資格要件
●当金庫の会員であること
●就任時点で80歳を超えていない者
②適格要件
●総代としてふさわしい見識を有しているもの
●良識をもって正しい判断ができる者
●人格にすぐれ、金庫の理念・使命を十分に理
解している者
●その他総代選考委員が適格と認めた者

会員の総意を適正に反映
するための制度

決算に関する事項、理事・監事
の選任等重要事項の決定

　信用金庫は、会員同士の｢相互信頼｣と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機
関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、１人１票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することとなります。
　しかし、当金庫では、会員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、
充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会
は、総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス等に配慮し、選任区域ごとに総代
候補者を選考する選考委員会を設け、会員の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。
　さらに、当金庫では、総代会に限定することなく、お客さま満足度アンケート調査や総代の皆様のご意見をお聞きする会を実施す
るなど、日常の事業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取り組んでおります。
　また、信用金庫業界の自主的な取組みとして、2016年度より「総代の機能向上策等に関する業界申し合せ」改定を踏まえ、「総代
就任時点で80歳を超えない会員」とする総代の定年制の導入及び総代候補者選考委員の選任を理事会決議から総代会決議にす
る変更を実施しております。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、ホームページまたはお近くの営業店までお寄せください。

総代会は、会員一人一人の意見を適正に反映するための開かれた制度です。

2020年6月17日（水）
第48期業務報告、貸借対照表および損益計算書の内容報告の件
第1号議案　剰余金処分案承認の件
第2号議案　理事6名選任の件
第3号議案　定款第15条に基づく会員の除名の件

■開 催 日
■報告事項
■決議事項

本 店 地 区

高蔵寺地区

勝 川 地 区

味 岡 地 区

春日井地区

守 山 地 区

旭 地 区

坂 下 地 区

志段味地区

味 美 地 区

篠 岡 地 区

名古屋地区

錦 通 地 区

江 南 地 区

職 業 別

年 代 別

業 種 別

土 屋 　 匠

波多野久男

西 尾 和 則

㈱ 蓬 莱 軒

14名

6名

7名

7名

9名

5名

3名

4名

5名

6名

8名

6名

9名

5名

②

③

②

④

田 中 節 直

吉 村 道 助

横 井 茂

丹野工業㈱

鈴 木 淑 博

丹 羽 靖 和

三友工業㈱

㈱八坂電装

原科弥寿彦

山 本 隆 一

舟 橋 博 子

谷 井 外 二

松 原 好 成

河 合 郁 夫

山 村 　 輝

遠 山 正 博

佐 藤 彰 高

丸菱工業㈱

杉 山 卓 也

前 川 辰 雄

武 内 照 明

㈱ 高 柳 組

松 本 賢 一

水 野 貴 正

松 尾 隆 徳

落合登支男

平出デンソー部㈱

㈱司ケース

松 本 春 雄

倉 知 　 弘

穂 積 良 治

小 林 　 勉

立 磨 敏 行

学校法人小牧美鳥学園

曽 我 　 衞

㈲ 秀 　 和

水 野 五 郎

長 縄 裕 一

松尾憲二郎

奥 村 春 美

鈴木賢一郎

協栄興業㈱

福玉精穀倉庫㈱

㈱ 絹 庄

舩 橋 茂 行

桑 原 克 彦

下 田 秋 吉

落 合 孝 哉

㈱三明製作所

黒 田 淸 江

松 原 勝 也

松 浦 良 成

柴 田 孝 明

平 松 直 昭

伊 藤 雄 介

㈱川本第一製作所

大 竹 正 実

酒 井 孝 司

勝 田 　 進

中 村 　 明

加藤久仁明

川 邊 敏 之

落 合 鑅 一

近 藤 恒 人

鬼 頭 孝 典

谷 口 洋 二

松 浦 孝 彦

尾 関 峯 雄

近 藤 修 二

伊 藤 昌 史

大 倉 康 冶

梅 田 愼 也

倉 知 正 憲

小 川 清 幸

友 松 道 夫

伊 藤 俊 也

荒 川 賢 彦

安 達 孝 司

伊 藤 武 司

三豊機工㈱

臼 井 邦 彰

谷 口 　 宝

福 島 成 元

青 山 高 広

大久保立弘

浅 野 文 雄

稲 熊 　 健

社会医療法人愛生会

森 本 俊 一

大 島 良 和

①

③

⑧

④

⑤

⑤

⑬

④

⑤

④

③

⑤

①

⑧

③

⑤

①

⑤

④

⑯

⑩

⑭

①

⑤

⑦

⑤

⑦

⑤

⑮

⑦

⑤

③

④

③

③

⑤

④

③

⑥

②

⑤

⑨

⑤

⑯

⑧

⑦

⑥

②

⑤

②

③

⑥

③

①

②

⑤

⑤

①

④

⑤

⑤

③

③

②

④

①

①

⑤

⑤

②

⑪

⑬

②

⑦

⑫

①

⑥

③

⑦

⑤

④

⑦

①

⑥

③

④

⑮

⑮

⑧

③

法人・法人代表者84％、個人事業主12％、個人4％

70代以上59％、60代22％、50代17％、40代2％

製造業25％、卸・小売業23％、建設業20％、不動産業19％、サービス業13％

（注）氏名後の丸数字は総代の就任回数。

（注）業種別の構成比は法人・法人代表者及び個人事業主に限る。

<総代の属性別構成比>

<総代の氏名>

■総代会制度について

総代選考委員選考基準
①資格要件
●当金庫の会員であること
②適格要件
●地域における信頼が厚く、信用金庫の使命
を十分に理解している者
●地域の事情に明るく、人格・識見とも優れて
いる者
●その他金庫が適格と認めた者

総代の任期・定数
●総代の任期は3年です。
●総代の定数は、80人以上100人以下
で、会員数に応じて各選任区域ごとに
定められております。
　なお、2020年6月末現在の総代数は
94人で、会員数は18,493人です。　

総代候補者選考基準

会 員

総 代 会

第48期通常総代会

地区を14区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

右記掲示についてホームページに公告（電子公告） 総代候補者の氏名を、１週間店頭掲示

理事長は総代に委嘱 総代の氏名を店頭に１週間掲示

・会員から異議がない場合
　　　　　　　または
・選任区域の会員数の1/3未満の会員
　から異議の申出があった総代候補者

・選任区域の会員数の1/3以上の会員
　から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が選任区域の
総代定数の1/2未満

当該総代候補者が選任区域の
総代定数の1/2以上

選考委員が総代候補者を選考 理事長に報告

  (b) 欠員（選考を行わない）（a) 他の候補者を選考

異議申出期間（公告後2週間以内）

（a) 、(b)いずれか選択

（上記②以下の手続を経て）

選
考
委
員

総
代
候
補
者

総
　
　代

①総代候補者
　選考委員の選任

②総代候補者の
　選考

③総代の選任

第4号議案　長期所在不明会員の除名の件
第5号議案　総代候補者選考委員42名選任の件
第6号議案　退任理事に対し退職慰労金贈呈の件
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営業のご案内

融資商品預金商品

資産運用・保険商品

当 座 預 金

普 通 預 金

定期性総合口座

貯 蓄 預 金

納 税 準 備 預 金

通 知 預 金

ス ー パ ー 定 期

大 口 定 期 預 金

期日指定定期預金

変動金利定期預金

ス ー パ ー 積 金

財 形 年 金 預 金

財 形 住 宅 預 金

一 般 財 形 預 金

小切手・手形の決済口座など、商取引に便利な預金です。

給与・年金のお受取、公共料金の自動支払いなど家計簿がわりにご利用いただけます。

普通預金、定期預金、定期積金を１冊の通帳にセットした便利な通帳です。
定期預金・定期積金残高の90％以内、最高200万円まで自動的にご融資が受けられます。

とうしゅんWEBバンキングサービスで定期預金のお預入れ、お支払および明細照会を
ご利用いただけるサービスです。

１円以上 出し入れ自由

無利息ですが、預金保険で全額保護されます。

残高に応じて6段階の利率が適用されます。個人の方のみご利用いただけます。

納税に備えていただく専用の預金です。原則、お利息は非課税です。 １円以上 納税のためなら
いつでも

まとまった資金の短期的な運用に最適です。 １万円以上 7日間以上

ボーナスや定期積金の満期金など、まとまった資金運用に最適です。 １００円以上
１，０００万円未満 １カ月～５年

1,000万円以上の大口資金の運用に適した定期預金です。 １，０００万円以上 １カ月～５年

１年複利の有利な定期預金。１年経過すれば１カ月前に満期日を指定できます。 １００円以上
300万円未満

10万円以上
500万円以内

据置期間１年
最長３年

市場金利の動きに合わせて６ヶ月毎に適用金利が変動する定期預金です。 １００円以上 １年～３年

１年・３年

毎月、一定金額を積み立てる月掛けで、無理なくまとまった資金がつくれます。 １，０００円以上 １年～５年

勤労者が退職後に年金として受け取るための預金です。
住宅財形との元本合計が550万円までは非課税です。 １，０００円以上 ５年以上

住宅取得等のための資金を貯める預金です。 １，０００円以上 ５年以上

使い道自由な財形預金です。 １，０００円以上 ３年以上

商 品 名 内 容 ・ 特 色 お預け入れ金額 お預け入れ期間

決 済 性 預 金
（普通預金無利息型）

と う し ゅ ん
W E B 定期預金

投 資 信 託

個 人 向 け 国 債

医 療 ・ が ん 保 険

と う し ゅ ん
サ イク ル サ ポ ート

固定金利型の3年・5年、変動金利型の10年が毎月発行されます。
購入は1万円から1万円単位で、中途換金は原則として、発行後1年経過後に可能となります。

病気やケガによる入院費や治療費に備える保険や「がん」に対して手厚く備える保険をご用意しています。

自転車の事故による損害賠償責任を含む日常における賠償責任を補償します。（傷害保険）

投資信託は、小口資金から始められ、国内外の債券や株式など、リスク分散型の資産運用が可能となります。
定時定額購入のお取扱いもしております。

商 品 名 内 容 ・ 特 色

定
　期
　預
　金

個

人

向

け

の

ご

融

資

事
業
資
金
の
ご
融
資

財
形
預
金

お勤めの方の
給与・ボーナスからの
天引き預金です。

住 宅 ロ ー ン

無担保住宅ローン

リフォー ムロ ーン

フ ラ ッ ト 3 5

マ イ カ ー ロ ー ン

教 育 ロ ー ン

教 育カードローン

フ リ ー ロ ー ン

シニアライフローン

ナ イ ス プ ラ ン

カ ー ド ロ ー ン

割 引 手 形 

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

住宅建築、購入、宅地の取得などにご利用いただけます。
団体信用生命保険付きで万一のときも安心です。

10，０００万円

2，０００万円

１，０００万円

８，０００万円

1,000万円

1,000万円

500万円

1,000万円

１００万円

５００万円

900万円

３５年以内

２０年以内

１５年以内

３５年以内

１０年以内

16年以内

14年9ヵ月以内

１０年以内

１０年以内

10年以内

３年毎の自動更新

不動産担保を必要とせずに住宅新築、分譲住宅購入、マンション購入、
中古住宅購入、リフォーム等に必要な資金にご利用いただけます。

住宅の増改築、住宅用設備機器の購入及び工事、造園、エクステリア工事
などにご利用いただけます。

住宅金融支援機構買取型の最長３５年の長期固定金利型住宅ローンです。

自家用車の購入・車検・修理・免許取得に必要な資金にご利用いただけます。

入学金、授業料、受験料等就学に必要な資金にご利用いただけます。

教育に関する費用が専用カードで利用いただけます。

資金使途自由、ライフプランに合わせてご利用いただけます。

当金庫にて年金を受給している方に健康で、文化的な生活を営むために必要
な資金としてご利用いただけます。

健康で文化的な生活を営む資金としてご利用いただけます。

使いみち自由な個人向けローンです。
急な出費の時などに、ＡＴＭでタイムリーにご利用いただけます。

商業手形の迅速な資金化にご利用いただけます。

短期の運転資金にご利用いただけます。

設備資金、長期の運転資金にご利用いただけます。

極度額の範囲で、必要な時に必要な事業資金をお使いいただけます。

商 品 名 内 容 ・ 特 色 ご融資限度額 ご融資期間

☆

☆

☆

☆

☆

※ ☆印の商品はインターネットでお申込みができます。

とうしゅん マイカーローン とうしゅん子育て支援預金 とうしゅん 教育資金プラン
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代金取立手数料
当金庫同一店内あて
当金庫本支店あて
名古屋交換

他所交換

他金融機関発行の預金通帳・証書等の取立

普通
至急（速達扱）

振込手数料 ＡＴＭ利用手数料各種機能サービス

ご相談サービス

キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス

しんきんゼロネットサービス

自 動 受 取 り サ ー ビ ス

自 動 支 払 い サ ー ビ ス

デ ビ ット カ ード サ ー ビ ス

為 替 自 動 振 込 サ ー ビ ス

貸 金 庫

夜 間 金 庫

当金庫のキャッシュカードは、全国の信用金庫、提携金融機関、ゆうちょ銀行および全国のコンビニなどのＡＴＭでご利用
いただけます。
全国の信用金庫のATMが手数料無料でご利用いただけます。（平日8：45～18：00の入出金/土曜9：00～14：00の入出金）
※一部ご利用できない信用金庫があります。
※上記以外の時間帯および日曜・祝休日にATMを利用される場合には信用金庫所定の手数料が必要です。

各種年金、給与振込、株式配当金等を指定口座で自動受取りできます。

公共料金、税金、保険料、クレジット利用代金等を指定口座より自動的にお支払いたします。

電子記録債権法に基づき、でんさいネットを利用して提供する決済サービスです。

デビットカード加盟店で、買物代金の支払いを当金庫のキャッシュカードでご利用いただけるサービスです。

毎月決まった金額を指定口座へ自動的に送金を行うサービスです。

クレジットカードによるキャッシングサービスがご利用いただけます。

スポーツ振興くじ「サッカーくじｔｏｔｏ」の当せん金の払戻しを行っております。
取扱店舗／本店営業部、勝川支店、春日井支店、名古屋支店、錦通支店、江南支店、小牧西支店、桃花台支店

お客様のパソコンから振込や口座照会などができる法人向けのサービスです。

お客様のパソコンおよび携帯電話から振込、預金の残高照会、入出金明細照会などができるサービスです。

預金口座振替契約のお申込みの際、当金庫のキャッシュカードで、お手続きを完了できます。 

税金・各種料金払込サービスを利用して、パソコン・携帯電話からお支払いできるサービスです。

預金証書、権利証など重要書類および貴重品を安全確実にお預かりいたします。営業時間中はいつでもご利用いただけます。

売上金などを営業時間外や休日にお預かりいたします。

商 品 名 内 容 ・ 特 色

しんきん電子記録債権サービス
（でんさいネット）

ク レ ジ ッ ト カ ー ド
キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス
ス ポ ー ツ 振 興 く じ
「 ｔ ｏ ｔ ｏ ］ 払 戻 業 務
Ｗ Ｅ Ｂ － Ｆ Ｂ サ ー ビ ス

（法人向け）

「本人確認書類」、「印鑑」を郵送することなく、スマホから簡単・便利に口座開設をお申込みいただけるサービスです。ス マ ー ト フ ォ ン に よ る
口 座 開 設 サ ー ビ ス
ＷＥＢバンキング サ ービ ス

（個人向け）
口 座 振 替
受 付 サ ービ スPay - ea s y

(ペイジー）
収 納 サ ービ ス

経営改善、各種施策の活用など、経営に関するご相談にお応えします。（事前予約制）

　平日昼間は仕事で忙しく、相談に来られないお客さまのために、全営業店で予約制ナイター相談会を開催しています。完
全予約制で待ち時間もなく、会社帰りやお買い物帰りに各種ローン、資産運用などについてお気軽にご相談いただけます。

年金に関するご相談会を、社会保険労務士が各支店を巡回して実施しております。

税金に関するさまざまなご相談に専門家が無料でお応えしています。（例年2月実施）

※ 手数料には消費税が含まれています

営業のご案内 手数料一覧

３万円以上３万円未満
窓口取扱

窓口取扱
ATM取扱（現金・カード）

窓口取扱
ATM取扱（現金・カード）

現　金
カード

220円
110円

330円
110円
110円
110円
660円
440円
330円
440円
55円
165円
495円

440円
220円

550円
220円
220円
220円
880円
660円
550円
660円
55円
275円
715円

無　料
無　料
無　料

無　料
無　料
無　料

無　  料
220円
440円
880円
1,100円
880円

融資関連手数料

不動産担保調査
（住宅ローン除く）

カードローン

アパートローン
及び収益物件融資
繰上返済手数料

住宅ローン
繰上返済手数料

商品物件取扱手数料
※不動産担保調査手数料含む

収益物件取扱手数料※不動産担保調査手数料含む
事業性証書貸付繰上返済手数料（全部・一部繰上）

住宅ローン
融資手数料

その他手数料

33,000円
44,000円
55,000円

22,000円

5,500円
11,000円
1,100円
無　　料  
22,000円
33,000円
55,000円
110,000円
融資金額×2.0％
無　　料  
5,500円
33,000円
5,500円
66,000円
77,000円
88,000円
110,000円
5,500円
5,500円
11,000円
11,000円
11,000円

（2020年6月末現在）

提携
クレジット
カード

入　金払　出

ゆうちょ銀行
キャッシュカード

提携金融
機関

キャッシュ
カード

他信用金庫
キャッシュ
カード

当金庫
キャッシュ
カード

その他手数料

入金・出金

利用
時間

利用日

平日

日曜日
・祝日

土曜日

110円
無  料
110円
無  料
110円
110円

無  料

8：00～8：45

8：45～18：00

18：00～21：00

9：00～14：00

14：00～21：00

9：00～21：00

220円
110円
220円
110円
220円
220円

220円
110円
220円
110円
220円
220円

220円
110円
220円
110円
220円
220円

110円
無  料
110円
無  料
110円
110円

年 金 相 談 会

税 務 相 談 会

日 曜 相 談 会

予 約 制 ナ イ タ ー 相 談 会

と う し ゅ ん 中 小 企 業
パートナーセンター春日井

当金庫
同一店内あて

当金庫同一店内あて
当金庫本支店あて
他金融機関あて

当金庫
本支店あて

他金融機関
あて

※本サービス
で対象とな
らない信金
ＡＴＭが一部
ございます

880円

550円

550円

3,300円

550円

5,500円

550円

無     料

1,100円

1,100円

440円

495円

495円

880円

2,200円

1,100円

220円

3,300円

550円

8,800円

11,000円

16,500円

8,250円

16,500円

660円

55円

220円

110円

1,100円

1,100円

1,100円

3,300円

660円

880円

55円

11,000円
（5,500円）

3,300円

1,320円

無     料

2,200円

1,100円

1,100円

無     料

330円

330円

440円

880円

1,320円

1,760円

不渡手形返却手数料

取立手形組戻手数料

取立手形店頭呈示料

不渡異議申立手数料

送金・振込の組戻料

個人情報開示手数料

東春ＷＥＢバンキングサービス

東春ＷＥＢ-ＦＢサービス

東春ファーム・ホームバンキング

東春テレホン・サービス（通知）

東春テレホン・サービス（照会）

11枚～50枚

51枚～５００枚

５０１枚～１，０００枚

1,001枚～1,500枚

1,501枚～2,000枚

2,001枚以上

小切手帳（一冊５０枚）

約束手形帳（一冊２５枚）

為替手形帳（一冊２５枚）

署名判　登録/変更

通帳・証書再発行

ＩＣキャッシュカード発行・更新

ＩＣキャッシュカード再発行

ローンカード再発行

定例発行

随時発行

　　　　　　  

　　　　　　  

マル専当座口座開設

手動型

全自動型（サイズ小）

全自動型（サイズ中）

夜間金庫利用料（月額）

振込用紙扱 本支店あて

振込用紙扱 他行あて

フロッピー扱（他行宛のみ）

残高証明書
各種証明書

夜
間
金
庫

利
用
料

地
方
税

取
扱
手
数
料

発
行
手
数
料

用
紙
交
付
料
等

当
座
開
設

貸
金
庫
使
用
料

（
年
間
）

払込金取扱総額に
対して5,000万円未満
（但し、最低3,300円）

後見支援預金口座
開設手数料
（当庫で年金をお受取の方）

払込金取扱総額に
対して5,000万円以上

500枚毎
440円加算

他金融機関に取次する
もの
（納付書1枚につき）

220/
100,000

330/
100,000

自己宛小切手発行
（１枚につき）
摘要入力専用伝票
（一冊100枚）

取引履歴情報手数料
（１通（１枚）につき）

照会手数料
（当座・マル専当座開設）

マル専手形用紙
（１枚につき）

従量制料金
（入金取次帳 １冊）

給
与
振
込

手
数
料

株
式
等
払
込

手
数
料

そ
の
他
の
諸
手
数
料

両
替
手
数
料（
※
2
）

Ｅ
Ｂ
サ
ー
ビ
ス
基
本
料
金（
月
額
）

※

振
込
に
は
別
途
為
替
手
数
料
が
必
要
で
す

口座振替手数料
（１件あたり）

未利用口座管理手数料
（年間）（※1）

後見支援預金口座管理
手数料

　「休日にゆっくり、じっくり相談を！」とのお客様のご要望にお応えし、日曜相談会を開催しております。
　住宅ローン、マイカーローン、教育ローンや事業性資金などの融資相談や資産運用に関する相談、年金に関する相談な
ど休日にゆっくりとご相談いただけます。

コンサルティングセンター
（味岡支店）

桃花台支店

℡0568-77-1311

℡0568-78-1241

相談内容
開催場所 電話番号 開催日

毎月第1・3日曜日
（9：00～17：00）

毎週日曜日
（9：00～17：00） ○

○

○

○

第2日曜日

第1日曜日

融資相談 資産運用相談 年金相談

開催場所
春日井支店

電話番号
0120-241-927

開催日
平日（月～金）9：00～15：00

経営改善、各種施策の活用など、経営に関するご相談にお応えします。（事前予約制）
と う し ゅ ん 中 小 企 業
パ ー ト ナ ー セ ン タ ー

開催場所
本店2階

電話番号
0120-241-927

開催日
平日（月～金）9：00～17：00

開催場所
全店舗

電話番号
24・25ページをご覧ください

開催日
平日（月～金）16：00～20：00

※資産運用相談は月1回の開催となります。開催日については、窓口へお問い合わせください。

振込
（１件あたり）

為替
自動振込
(１件あたり）

当金庫所定
以外用紙

相続預金
払戻証明書

監査法人
調査

1枚～10枚
当庫に口座を
お持ちのお客様

（1日1回限り）
無     料

上記以外の
お客様

代金取立
（割引手形取立・
譲渡担保手形取
立を含む）

30百万円未満
50百万円未満
50百万円以上
1件につき
1件につき

３０百万円未満
５０百万円未満
５０百万円以上
追加設定・極度額変更・順位変更・
債務者変更・債務者追加
当店で解除証書を交付する場合
当店以外の場所で解除証書を交付する場合
事業者カードローンカード
消費者カードローンカード
一部繰上返済
全額繰上返済
事務手数料（保証付）
事務手数料（保留地ローン）
事務手数料（プロパー）
一部繰上返済（返済金額１００万円以上）
一部繰上返済（返済金額１００万円未満）
全額繰上返済（固定金利型)
全額繰上返済（変動金利型）

繰上返済以外の変更契約
証書貸付条件変更
手形貸付期限延長（商品物件融資に限定）
融資証明書発行

◆2020.4.1以降に開設した普通預金口座が対象
です。
◆お取扱い枚数は、両替前の枚数と両替後の枚数
のいずれか多い方を基準とします。
◆金種指定（11枚以上）の出金は、枚数に応じた手
数料がかかります。
◆法人・個人事業主のお客さまで、硬貨（51枚以
上）による入金・振込は、硬貨枚数に応じた手数
料がかかります。
◆個人のお客さまで、多量の硬貨の入金は、その
場で手続きができない場合がありますので事前
にご相談ください。なお、入金後、現金支払をさ
れる場合は両替とみなし、硬貨枚数に応じた手数
料がかかります。
◆錦通支店におきましては、両替機を設置しており
ますので窓口での両替はお受けいたしません。
何卒ご了承願います。両替機の手数料につきま
しては錦通支店にお問い合わせください。

（※1）

（※2）

ＡＴＭ取扱

東春ファーム
ホームバンキング

東春WEBバンキング
東春WEB-FB

東春ファーム
ホームバンキング

東春WEBバンキング
東春WEB-FB

東春ファーム
ホームバンキング

東春WEBバンキング
東春WEB-FB

不動産担保解除（全部・一部解除）
※2020.4.1以降に設定したもの
※住宅ローン・商品物件を除く
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店舗のご案内

（2020年7月1日現在）

19店舗と10ヵ所の店舗外
ATMコーナーがあります。

小牧市、春日井市、名古屋
市、尾張旭市、江南市、一宮
市（旧尾西市および旧木曽
川町を除く）、岩倉市、豊明
市、犬山市、瀬戸市、日進市、
清須市、北名古屋市、あま市
（旧美和町を除く）、長久手
市、愛知郡、丹羽郡、西春日
井郡、海部郡大治町

（注）※のATMは平日のみの稼働となります。

東名高速道路

あま市

みよし市みよし市

長久手市

守山区役所
志段味支所

農協

ミスター
バイク

パチンコ
パーラー
サカエ

ナ
フ
コ

末
広
春
日
井
本
店春日井駅

国道1
9号線

白山神社

味岡市民
センター

国
道
１９
号
線

ナフコ不二屋
坂下店

坂下小学校

ピアーレ
MEGA

ドン・キホーテ
UNY

桃花台店

桃花台支店（ピアーレ2F）

ケローナ通り

セブンイレブン

3 篠岡支店
〒485-0804
小牧市大字池之内
中赤堀505番地
TEL 0568-79-8108

森田支店長
（桃花台支店兼任）

4 小牧西支店
〒485-0083
小牧市村中新町8番地
TEL 0568-75-4131

吉田支店長

5 市之久田支店
〒485-0033
小牧市郷中1丁目
37番地
TEL 0568-76-7181

西尾支店長

6 桃花台支店
〒485-0814
小牧市古雅1丁目1番地
TEL 0568-78-1241

森田支店長
（篠岡支店兼任）

7 春日井支店
〒486-0826
春日井市貴船町
142番地
TEL 0568-81-4148

中村支店長

8 高蔵寺支店
〒487-0013
春日井市高蔵寺町
4丁目7番地の7
TEL 0568-51-2551

伊藤（里）支店長
（坂下支店兼任）

1 本店営業部
〒485-0029
小牧市中央1丁目
231番地1
TEL 0568-72-2188

中斎部長

2 味岡支店
〒485-0006
小牧市久保新町51番地
TEL 0568-77-1311

坪井支店長
（江南支店兼任）

9 勝川支店
〒486-0916
春日井市八光町1丁目
11番地の1
TEL 0568-31-3151

志村支店長

10 坂下支店
〒480-0305
春日井市坂下町4丁目
268番地の5
TEL 0568-88-0345

伊藤（里）支店長
（高蔵寺支店兼任）

11 味美支店
〒486-0958
春日井市西本町1丁目
3番地の1
TEL 0568-31-3111

野田支店長

12 朝宮支店
〒486-0912
春日井市高山町1丁目
18番地の7
TEL 0568-33-2611

種田支店長

13 六軒屋支店
〒486-0842
春日井市六軒屋町
1丁目18番地
TEL0568-82-1315

〒464-0848
名古屋市千種区春岡
1丁目2番6号
TEL052-751-8161

伊藤（高）支店長

15 錦通支店
〒461-0005
名古屋市東区東桜
2丁目22番10号
TEL 052-931-6851

大坪支店長

16 守山支店
〒463-0013
名古屋市守山区小幡中
1丁目13番46号
TEL 052-793-5151

野﨑支店長

17 志段味支店
〒463-0003
名古屋市守山区大字下志段味
字横堤1464番1
TEL 052-736-0239

上山支店長
（旭支店兼任）

18 旭支店
〒488-0801
尾張旭市東大道町原田
2553番地の7
TEL0561-53-1121

上山支店長
（志段味支店兼任）

19 江南支店
〒483-8206
江南市古知野町千丸
218番地
TEL0587-55-3361

坪井支店長
（味岡支店兼任）

14 名古屋支店

原支店長

東春ネットワーク

⑳小牧市役所※
㉑小牧市民病院※
㉒ラピオ小牧店
㉓清水屋小牧店
㉔イオン小牧店
㉕MEGAドン・キホーテUNY小牧店

㉖イオン守山店
JRセントラルタワーズ桜通口
JRセントラルタワーズ
スカイシャトル
中部国際空港 アクセスプラザ

●営業地区

店舗外ATM設置場所
小牧市内 その他

イオン

本店営業部

小
牧
駅

ラ
ピ
オ

小牧駅西小牧三丁目東

小牧三丁目北 本店営業部

至名古屋

至犬山

名古屋支店

江
南
駅江南

市役所
●

●
古知野南小

名
鉄
犬
山
線
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